
 
 

65 
 

第５章 子供の貧困の連鎖を断ち切るための独自施策 

第５章 子供の貧困の連鎖を断ち切るための独自施策 

 
１ 県独自施策                                   

県では第３章の子供の貧困に関する指標や第４章の具体的施策の実施状況を毎年確認

するとともに、平成３０年度に「和歌山県子供の生活実態調査」を実施するなど、絶えず

県内の状況把握に努めてきました。 
県内の状況を把握しながら総合的に対策を推進する中で、新規施策の実施や事業の拡

充など、継続して改善を行ってきました。 
貧困の連鎖を断ち切るため、前回の計画策定後に新たに実施・拡充した主な施策及び今

回の改定にあたり新たに実施する施策は以下の通りです。 
 
（１）令和２年度（前回の計画策定後に新たに実施・拡充した主な施策）                                 
 

▶子どもの居場所づくり推進 【拡充：令和２年度】（生涯学習課） 

子供への学習支援等の場を、全小学校区でカバーできる体制に整備 
 

▶訪問型家庭教育支援【拡充：令和２年度】（生涯学習課） 

地域の子育て経験者や保健師、民生・児童委員等による支援チームが子供のいる家庭を

訪問し、家庭教育についての情報提供や相談対応を実施する取組を全県的に拡大 
 
▶和歌山子供食堂支援【拡充：令和２年度】（子ども未来課） 

子供食堂の新規開設補助に加え、学習支援や多様な世代との交流等、子供食堂をさらな

るコミュニケーション形成の場へ発展 

 

▶ひとり親家庭訪問支援【新規：令和２年度】（子ども未来課） 

ひとり親家庭の孤立防止及びひとり親家庭支援制度の周知徹底を図るため、児童扶養

手当の新規受給者等に対し、居宅等への訪問や児童扶養手当現況届期間中の出張相談を

実施 

 

▶子育て支援情報検索システム【新規：令和２年度】（子ども未来課） 

子供の貧困対策関連事業も含めた子育て全般の情報にかかるスマートフォンからの問

合せに、自動会話プログラム「チャットボットシステム」により、２４時間３６５日対応  

 

 

 

 

− 65 −



 

66 
 

第５章 子供の貧困の連鎖を断ち切るための独自施策 

 

（２）令和３年度（前回の計画策定後に新たに実施・拡充した主な施策）                                 
 
▶社会的養護体制整備・促進（里親委託推進）【拡充：令和３年度】（子ども未来課） 

・市町村や関係団体と連携した新規里親開拓の促進 

・里親登録前の法定研修に県独自研修を追加したり、漫画を活用した分かりやすい研修教

材を作成すること等により里親の資質向上を促進 

・委託前養育等支援事業により未委託里親の養育体験を推進するとともに、委託前養育期

間における経済的負担を軽減 

 
 
（３）令和４年度（今回の改定にあたり新たに実施する施策）                                  
 
▶和歌山子供食堂支援【拡充：令和４年度】（子ども未来課） 

子供食堂と地域や行政、食材提供者等の関係機関の連携強化のため、ネットワークを構

築し、コーディネーターを派遣することで子供食堂活動の充実を促進 
 
▶養育費確保支援【新規：令和４年度】（子ども未来課） 

 離婚に伴い困窮に陥るリスクが高いひとり親家庭に対し、これまでの無料の弁護士相 
談に加え、公正証書作成費用補助、公証役場や裁判所への同行など養育費確保に向けた 
支援を行うことにより、生活の安定を促進 

 
▶３子以上世帯向けの経済的支援【拡充：令和４年度】 

（子ども未来課、（教）総務課、生涯学習課） 

 子育てにかかる経済的負担を軽減するため、所得制限を設定している県独自事業にお 
いて、３人以上の子供の数に応じて、所得制限の上限額を１人あたり５０万円程度引き 
上げ、対象世帯を拡大 
[ 関連事業 ] 
・和歌山県修学奨励金（奨学金） 

・和歌山県修学奨励金（進学助成金） 

・和歌山県大学生等進学支援金 

・和歌山県立高等学校特別地域生徒通学費等補助金 

・和歌山県立高等学校定時制及び通信制課程教科書等無償給与 

・和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金 
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２ 新型コロナウイルス感染症関連施策                       
新型コロナウイルス感染症は、令和２（２０２０）年１月に国内で最初の感染者が確

認された後、感染の拡大と収束を繰り返し、その影響は長期化しています。新型コロナ

ウイルス感染症の拡大は経済や社会に深刻な打撃を与え、離職等に伴う収入の減少や

生活様式の変化など様々な影響が懸念されています。 
   そのような影響を最小限にとどめるため、国は臨時特別給付金の支給や雇用確保な

どの対策を行ってきました。さらに本県においては、独自施策により経済的困窮を防ぐ

ための支援を行っており、その主な施策は以下の通りです。 
   なお、以下に示す施策以外にも、子供の貧困対策の推進に当たっては、当面、このよ

うな影響に留意しつつ取り組んでいくこととします。 
 
（１）教育の支援                                   
 
▶高校奨学金の貸与（生涯学習課） 

新型コロナウイルスの影響により減収となり、当年度の世帯の収入見込み額が基準以

内になる世帯についても高校奨学金の貸与対象とすることにより、経済的な理由により

修学が困難な方を支援します。 
 
 
（２）雇用対策                                    
 

▶離職者の再就職支援（労働政策課） 

新型コロナウイルス感染症の影響下で離職し正社員を目指す人を対象に、企業での研

修（職場実習・座学研修）の機会を提供し、終了後、実習先企業での正社員としての安定

雇用につなげます。 
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